
　　　　契約担当官
　　　　航空自衛隊第３航空団
　　　　会計隊長　長谷川　拓生

1 競 争 入 札 に （1）件　　名

付 す る 事 項
（2）履行期間

（3）履行場所

2 入 札 日 時 令和8年6月30日 (火)

3 入 札 場 所

4 参 加 資 格

5 入 札 方 法

6 保 証 金 入札保証金及び契約保証金　免除

7 入 札 の 無 効

8 契約書等作成の有無

9 契 約 の 方 法

10 契 約 条 項 を
示 す 場 所

11 郵 便 入 札 の 許 否

12 そ の 他

TEL（0176）53-4121（内線：3680）
担当： 松山

公 告 役 - 第 17 号

13時30分

航空自衛隊三沢基地（合同庁舎１階会計隊入札室）

(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと。

(2) 防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＤ等級以
上に格付けされた東北地域の競争参加資格を有する者。

(3) 防衛装備庁長官から又は航空幕僚長等から「装備品等及び役務の調達
に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の
者でないこと。

令 和 8 年 6 月 15 日

公  　　　　　告

下記により一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上参加されたい。

記

定期健康診断等の部外委託

契約締結日～令和9年3月31日

航空自衛隊車力分屯基地及び契約相手方検査場

単価契約（総額決定）

航空自衛隊三沢基地第３航空団会計隊事務室
航空自衛隊三沢基地ホームページ

許可　※　事前に申し出ること。

(1) 入札保証金の納付を免除してあるが、落札者が契約を結ばないとき
は、入札保証金相当額を徴収する。

(4) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係の
ある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負に
ついて防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

(5) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないもの
とする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合に
は、この限りではない。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセン
トに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、
消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問
わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載す
ること。

４の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に反した入札は、
無効とする。

有

(2) 入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額に１円未満の端
数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切
り捨てた後に得られる金額をもって申し込みがあったものとする。

(3) 入札への参加を希望する者は、入札日までに上記の参加資格の写しを
契約担当官まで提出すること。

(4) 本書記載事項の詳細については、会計隊契約班に照会のこと。

FAX（0176）53-5464



(住所)

契約担当官 (社名)

航空自衛隊第３航空団 (代表)

(担当姓名)
(電話番号)

内訳書のとおり

仕様書のとおり

： 契約締結日～令和9年3月31日
：
： 航空自衛隊車力分屯基地及び契約相手方検査場

(その他) 税抜き（送料等諸経費込み）

注　単価の記入は、複数の規格がある場合は、契約後納品する項目にのみ記入する。

入札書

殿

貴隊の入札条件および契約条項等承諾の上提出します。

以下余白

件 名 単位

一般検診（問診、尿
検査、身体計測）290

人外11品目

会計隊長　長谷川　拓生

金 額予定数量規 格 単 価

申 込 者 の 条 件

総 額

履行期間

履行場所

￥単価契約（　　　　　　　　　　）



項目
番号 品 名 単位

予定
数量

単 価 金 額 備 考

仕様書のとおり 290

仕様書のとおり 180

仕様書のとおり 180

仕様書のとおり 180

仕様書のとおり 30

仕様書のとおり 10

仕様書のとおり 1

仕様書のとおり 290

仕様書のとおり 290

仕様書のとおり 100

仕様書のとおり 10

仕様書のとおり 50

以下余白

計

12

大腸がん検診

肺がん検診

胃がん検診

人11

10 人

人

結核検診9

8

血液検査（ヘモグロビン
A1c検査）

免疫学検査（HBｓ抗原/
ＣＬ、ＨＢｓ抗体/ＣＬ）

性病検査 人

7

6

人

人

人

5
血液検査（血液
型検査）

3 心電図検査 人

人

人

内訳書

1
一般検診（問診、
尿検査、身体計
測）

4

2

血液検査（血算、
生化学、肝機能）

血圧

人

人

規 格



(住所)

契約担当官 (社名)

航空自衛隊第３航空団 (代表)

(担当姓名)
(電話番号)

内訳書のとおり

仕様書のとおり

： 契約締結日～令和9年3月31日
：
： 航空自衛隊車力分屯基地及び契約相手方検査場

(その他) 税抜き（送料等諸経費込み）

注　単価の記入は、複数の規格がある場合は、契約後納品する項目にのみ記入する。

市価調査書

殿

貴隊の入札条件および契約条項等承諾の上提出します。

以下余白

件 名 単位

一般検診（問診、尿
検査、身体計測）290

人外11品目

会計隊長　長谷川　拓生

金 額予定数量規 格 単 価

申 込 者 の 条 件

総 額

履行期間

履行場所

￥単価契約（　　　　　　　　　　）



項目
番号 品 名 単位

予定
数量

単 価 金 額 備 考

仕様書のとおり 290

仕様書のとおり 180

仕様書のとおり 180

仕様書のとおり 180

仕様書のとおり 30

仕様書のとおり 10

仕様書のとおり 1

仕様書のとおり 290

仕様書のとおり 290

仕様書のとおり 100

仕様書のとおり 10

仕様書のとおり 50

以下余白

計

12

大腸がん検診

肺がん検診

胃がん検診

人11

10 人

人

結核検診9

8

血液検査（ヘモグロビン
A1c検査）

免疫学検査（HBｓ抗原/
ＣＬ、ＨＢｓ抗体/ＣＬ）

性病検査 人

7

6

人

人

人

5
血液検査（血液
型検査）

3 心電図検査 人

人

人

内訳書

1
一般検診（問診、
尿検査、身体計
測）

4

2

血液検査（血算、
生化学、肝機能）

血圧

人

人

規 格



航 空 自 衛 隊 仕 様 書 

仕様書の 

種  類 

内 容 に よ る 分 類 役 務 仕 様 書 

性 質 に よ る 分 類 個 別 仕 様 書 

品  名 

 

又は 

 

件  名 

定期健康診断等の委託 

車分基ＬＰＳ－Ｍ００８０２１ 

承 認 令和８年６月４日 

作 成 令和８年６月４日 

改 正 令和 年  月  日 

作成部隊名 第２１高射隊 

1  総則 

1.1  適用範囲  

本仕様書は，航空自衛隊車力分屯基地の隊員に実施する定期健康診断等（以下“役務” 

という。）について適用する。 

1.2  履行場所 

航空自衛隊車力分屯基地及び契約相手方検査場 

1.3  関係法令等 

本仕様書は，関係法令等に準拠し履行するものとする。 

a)  航空自衛隊における健康診断及び体力検査に関する達（昭和６０年航空自衛隊達第 

２６号） 

b)  医師法（昭和２３年法律第２０１号） 

c)  医療法（昭和２３年法律第２０５号） 

d)  診療放射線技師法（昭和２６年法律第２２６号） 

e)  臨床検査技師等に関する法律（昭和３３年法律第７６号） 

f)  医療法施行令（昭和２８年政令第３８２号） 

g)  診療放射線技師法施行令（昭和２８年政令第３８５号） 

h)  臨床検査技師等に関する法律施行令（昭和３３年政令第２２６号） 

i)  医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第４７号） 

j)  診療放射線技師法施行規則（昭和２６年厚生省令第３３号） 

k)  臨床検査技師等に関する法律施行規則（昭和３３年厚生省令第２４号） 

2  役務内容  

2.1  検査内容 

別紙に示すものをいう。 

3  役務に対する要求 

a) 本役務の実施日は契約相手方との調整によるものとする。 

b) 本役務を行うために必要な器材，医薬品及び消耗品は契約相手方が準備し，使用す 

る。 

1 



c) 本役務は契約相手方の検診車及び契約相手方検査場において実施する。 

d)  各種検査結果の判定は契約相手方の医師が行うものとする。 

e） 検査結果（契約相手方様式可）は個人用及び担当者集計用を作成し，心電図検査に 

ついても心電図表の写しと共に役務終了後３週間以内を基準に官側担当者へ送付する。 

f) 契約相手方は，役務実施毎の必要な人員を選定し，当日入門する車両情報とともに， 

実施日１週間前までに官側担当者に名簿として提出する。 

g) 厚生労働省が示す，“健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針” 

に準拠した精度管理を行っていること。 

4  監督・検査 

a) 監督及び検査は，航空自衛隊調達規則に基づき実施するものとする。 

b) 本役務に関する事項において，部隊との調整が必要な場合には，監督官と調整し実 

施するものとする。 

c) 本役務終了後，官側が指定する検査官が仕様書の要求事項に合致するか否かを検査 

する。 

5  その他の指示 

a) 契約相手方は，適宜の実施計画（実施体制，実施会場の使用方法，検診車や検査器 

材の搬入方法，検査及び測定の順序等を記載する。）を作成し，事前に官側に提出して 

その承認を受けること。 

b) 前項の実施計画を作成するにあたり必要な調整及び意思疎通を図るため，官側担当 

者と契約相手方による事前打ち合わせを行うこと。 

c) 契約相手方は役務履行に必要な人員を派遣し，受付，誘導，検査に不足が生じない 

ように適正に配置すること。 

d) 役務履行に伴い発生する廃棄物は適正な手続きにより，契約相手方が責任を持って 

処分し，その費用は契約相手方の負担とする。 

e) 契約相手方は役務履行場所の現場責任者を選任し，役務履行中の安全管理に留意し， 

事故が起こらないよう十分注意した上，実施に関する現場の指揮監督業務全般の責任 

を負うこと。 

f) 役務履行場所の設営は契約相手方が実施することとし，実施日は官側担当者と契約 

相手方担当者との調整による。 

G) 役務履行場所の設営に当たっては，受検者のプライバシーへの配慮（問診や検査場 

所における衝立，カーテン等の設置等）を行う。 

h) 役務に起因し，体調不良を訴える等の不測の事態が発生した場合は，速やかに対処 

し，官側に報告すること。 

i) 検査結果判明後，緊急に精密検査又は治療を必要とする異常所見が認められた場合 

は，適宜の報告書及び当該異常所見に係る受検者の健康診断結果資料により速やかに 

官側担当者に報告すること。 

件   名 定期健康診断の委託 

2 



6  個人情報保護 

a) 契約相手方は，個人情報の漏洩防止のため，適切な措置をとらなければならない。 

b) 契約相手方は，本契約の履行に際し，知りえた秘密を第三者に漏らし，又は利用し 

てはならない。 

c) 契約相手方は，本契約により発生した個人情報を複製する場合，あらかじめ書面に 

より官側の承認を受けなければならない。 

d) 官側は，特に必要と認めた場合は，契約相手方に対し，個人情報の管理状況に関し 

質問し，資料の提出を求めることができる。 

7  基地内共通事項 

a) 契約相手方は，基地において法令及び基地で定めた規則を遵守し行動しなければな 

らない。以下に代表的な遵守事項を示すほか，細部は監督官及び検査官（以下“監督 

官等”という。）の指示に従わなければならない。 

b) 役務に必要な電力の使用については，官側が支援するものとし，監督官等の指示を 

受けた上で，必要最小限の範囲で契約相手方は支援を受けることができるものとする。 

c) 契約相手方は，基地内において役務履行で必要な場所以外への立ち入りは行わない 

他，細部は監督官等の指示に従うものとする。 

d)  契約相手方は，基地内で知り得た情報について，第三者に漏らしてはならない。 

e)  基地内における撮影，録音については認めない。 

8  仕様書の疑義 

本仕様書に記載されていない事項で，関連法令上，当然実施しなければならない事項 

については，契約相手方が関連法令等に基づき実施するものとする。その際，疑義が生

じた場合は，契約担当官と調整の上，指示を受けるものとする。 

9  損害の解決 

a)  役務に当たっては，他の物品や施設に損害を与えないようにし，万一損害を与えた 

場合は，契約相手方の責により回復するものとする。 

b)  役務に関し事故が発生した場合は，契約相手方が速やかにその内容を官側に報告す 

るものとする。 

10 基地内への立入り制限  

以下に示す「国又は地域」に該当する者の立ち入りは認めない。 

発注者との契約に違反する行為を求められた場合、これを拒む権利を実効性をもっ

て法的に保証されない国又は地域に該当する者 
国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域

に該当する者 

 

件   名 定期健康診断の委託 

3 



11 その他 

許可なく本仕様書の複製，関係者以外への貸出を厳禁とし，契約履行後，速やかに破

棄するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

件   名 定期健康診断の委託 

4 



別紙 

 

定期健康診断実施項目 

Ｎｏ 件 名 実施項目 

１ 
問  診（全隊員） 各検診項目について，問診及び理学的検査 

２ 
尿検査（全隊員） 検尿試験紙法で実施（尿糖，尿蛋白，尿潜血） 

３ 
身体計測（全隊員） （１）身長，体重，腹囲（へその位置）及びＢＭＩ 

（２）遠距離視力検査 裸眼又は眼鏡等で計測 

４ 

循環器及び肝機能検

診（２０，２５，３

０歳及び３５歳以上

並びに腹囲男性８５

㎝，女性９０㎝以上

又はＢＭＩ２５以上

の者） 

（１）血圧（上腕部を座位で測定） 

（２）心電図（１２誘導） 

（３）血算（白血球，赤血球，血色素量，ヘマトクリッ

ト血小板）                                

（４）生化学（ＴＧ，ＨＤＬ，ＬＤＬ，ＧＬＵ，ＵＡ， 

ＢＵＮ，ＣＲＥＡ） 

（５）肝機能（ＡＳＴ，ＡＬＴ，γ－ＧＴＰ） 

（６）血液型検査（ＡＢＯ式オモテウラ血液型検査（Ｒｈ

含む）） 

（７）ヘモグロビンＡ１ｃ（（４）においてＧＬＵが官側

が定める基準値を超えた場合） 

５ 免疫学検査 ＨＢｓ抗原／ＣＬ，ＨＢｓ抗体／ＣＬ 

６ 結核検診（全隊員） 胸部Ｘ線撮影，読影を含む。 

７ 
大腸がん検診（４０

歳以上の隊員） 

便潜血ラテックス法（２回法） 

８ 
肺がん検診（４０歳

以上の隊員） 

（１）胸部Ｘ線撮影（結核検診と兼ねるものとする），

２名の医師の読影を含む。 

（２）喀痰細胞診（問診票で喫煙指数６００以上の者） 

９ 

胃がん検診（５０歳

以上の隊員、２年に

１回（西暦偶数年

度）） 

胃部Ｘ線撮影（バリウム） 

１０ 

性病検査（全隊員、

３年に１回） 

血清ＲＰＲ定性法 

 

5． 



代理人用

　当社は、　　　　　　　　　　　　 を代理人と定め、下記の入札並びに

見積に関する一切の権限を委任します。

件　　名

　　代理人使用印鑑

契約担当官 　

会計隊長 長谷川　拓生 　　　殿

住　　所

会 社 名

代表者名 ㊞

航空自衛隊第３航空団

委　任　状

記

定期健康診断等の委託

令和8年6月30日


